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報告第２号

専決処分事項の報告について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、

次のとおり専決処分したから、同条第２項の規定により報告する。

令和６年２月２１日

廿日市市長 松 本 太 郎

１ 専決処分の内容 損害賠償の額を定めることについて

損害賠償額 ７３，１５０円

 

 
２ 専決処分年月日 令和６年１月３０日

－ 1 －



（参考事項）

令和５年１１月３０日阿品台西小学校駐車場で発生した車両損傷事故に

伴う損害賠償の額を定めるため、専決処分したものである。

－ 2 －



議案第１２号

廿日市市監査委員条例等の一部を改正する条例案を次のように提出する。

令和６年２月２１日

廿日市市長 松 本 太 郎
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廿日市市監査委員条例等の一部を改正する条例

（廿日市市監査委員条例の一部改正）

第１条 廿日市市監査委員条例（昭和３９年条例第４号）の一部を次のよ

うに改正する。

第４条中「第２４３条の２の２第３項」を「第２４３条の２の８第３

項」に改める。

（昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債

務の免除に関する条例の一部改正）

第２条 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づ

く債務の免除に関する条例（平成元年条例第２号）の一部を次のように

改正する。

第３条中「第２４３条の２の２」を「第２４３条の２の８」に改める。

（市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正）

第３条 市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和２年条例第

１号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第２４３条の２第１項」を「第２４３条の２の７第１項」

に、「第２４３条の２の２第３項」を「第２４３条の２の８第３項」に

改める。

第２条中「第２４３条の２第１項」を「第２４３条の２の７第１項」

に、「第１７３条第１項第１号」を「第１７３条の４第１項第１号」に

改める。

（廿日市市国民宿舎事業の設置等に関する条例の一部改正）

第４条 廿日市市国民宿舎事業の設置等に関する条例（平成１７年条例第

５６号）の一部を次のように改正する。

第５条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８

項」に改める。

（廿日市市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正）

第５条 廿日市市下水道事業の設置等に関する条例（令和元年条例第２０

－ 4 －



号）の一部を次のように改正する。

第６条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８

項」に改める。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

－ 5 －



（提案理由）

地方自治法等の一部が改正されたことにより、条例で引用している同法

の規定が移動したことに伴い、必要な規定の整理を行うため、この条例案

を提出するものである。

－ 6 －



議案第１３号

廿日市市職員定数条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。

令和６年２月２１日

廿日市市長 松 本 太 郎
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廿日市市職員定数条例の一部を改正する条例

廿日市市職員定数条例（昭和６２年条例第３３号）の一部を次のように

改正する。

第２条の表１の項中「８００人」を「８１９人」に改め、同表３の項中

「７６人」を「６９人」に改め、同表４の項中「３人」を「４人」に改め、

同表６の項中「３人」を「４人」に改め、同表７の項中「１７９人」を

「１８５人」に改め、同表合計の項中「１，０７５人」を「１，０９５人」

に改める。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。
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（提案理由）

定員管理計画の見直しによる職員数の増加等に伴い、条例で定める職員

の定数を改めるため、この条例案を提出するものである。

－ 9 －





議案第１４号

職員の育児休業等に関する条例及び会計年度任用職員の給与、旅費及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。

令和６年２月２１日

廿日市市長 松 本 太 郎
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職員の育児休業等に関する条例及び会計年度任用職員の給与、

旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

（職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

第１条 職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第９号）の一部を

次のように改正する。

第７条第２項中「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２

２条の２第１項に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」

という。）を除く。）」を削る。

第１６条第２号中「地方公務員法」の次に「（昭和２５年法律第２６

１号）」を加える。

第１７条第４項中「会計年度任用職員」を「地方公務員法第２２条の

２第１項に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」とい

う。）」に改める。

（会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正）

第２条 会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例（令和

元年条例第１８号）の一部を次のように改正する。

第１５条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１３０」に改

める。

第２６条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１３０」に改

める。

別表第１を次のように改める。

別表第１（第４条、第１６条関係）

職務
の級

１ 級 ２ 級 ３ 級

号給 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円

1

2

3

4

5

162,100

163,200

164,400

165,500

166,600

208,000

209,700

211,400

212,900

214,400

240,900

242,400

243,800

245,200

246,400
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

167,700

168,800

169,900

170,900

172,300

173,600

174,900

176,100

177,600

179,100

180,700

181,800

183,200

184,600

186,000

187,300

189,600

191,800

194,000

196,200

197,900

199,400

200,900

202,400

203,800

205,200

206,600

208,000

209,300

210,600

211,900

213,200

214,400

215,600

216,700

217,800

218,900

219,900

220,900

221,800

222,700

223,600

224,500

225,400

226,300

227,200

228,100

216,200

217,900

219,600

221,100

222,600

224,100

225,600

226,800

228,200

229,600

231,000

232,400

234,000

235,500

236,900

238,100

239,700

241,200

242,600

243,600

245,100

246,400

247,600

248,700

249,700

250,600

251,500

252,400

253,300

254,100

254,900

255,600

256,700

257,900

259,000

260,200

261,400

262,500

263,600

264,700

265,800

266,900

267,900

268,900

269,900

270,900

271,800

248,000

249,500

250,900

252,000

253,400

254,900

256,200

257,500

258,700

259,900

261,100

262,300

263,600

264,900

266,200

267,600

269,100

270,700

272,200

273,800

275,500

277,100

278,700

280,300

281,800

283,300

284,800

285,900

287,500

289,000

290,500

291,900

293,500

295,100

296,700

298,200

299,800

301,300

302,800

304,400

306,000

307,600

309,100

310,000

311,500

313,000

314,600
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53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

228,900

229,800

230,700

231,500

231,800

232,600

233,300

233,900

234,500

235,200

235,800

236,300

236,800

237,300

237,800

238,400

238,900

239,400

239,900

240,400

240,900

241,400

241,800

242,300

242,800

243,300

243,800

244,300

244,700

245,200

245,600

246,000

246,400

246,800

247,200

247,600

248,000

248,500

248,800

249,100

249,400

272,700

273,600

274,500

275,400

276,300

277,200

278,100

279,000

280,000

281,000

281,900

282,800

283,300

284,000

284,700

285,600

286,600

287,400

288,200

289,000

289,700

290,200

290,600

291,000

291,200

291,500

291,700

292,000

292,200

292,400

292,700

292,900

293,200

293,500

293,800

294,100

294,400

294,800

295,100

295,500

295,700

295,900

296,200

296,600

296,800

297,100

297,500

316,200

317,800

319,300

320,800

322,200

323,400

324,500

325,600

326,300

327,200

328,000

328,800

329,600

330,000

330,600

331,300

332,100

332,800

333,500

334,100

334,600

335,200

335,700

336,300

336,600

337,100

337,500

337,900

338,300

338,800

339,300

339,800

340,100

340,500

341,000

341,400

341,700

342,100

342,600

343,000

343,200

343,600

344,100

344,500

344,700

345,100

345,500
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第３条 会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部

を次のように改正する。

第２条第１項及び第２項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉

手当」に改める。

第１５条第２項中「１００分の１３０」を「１００分の１２２．５」

に改め、同条の次に次の１条を加える。

（第２号会計年度任用職員の勤勉手当）

第１５条の２ 第２号会計年度任用職員の勤勉手当は、基準日にそれぞ

れ在職する第２号会計年度任用職員（規則で定める職員を除く。）に

対し、基準日以前６か月以内の期間における当該第２号会計年度任用

職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める

日に支給する。これらの基準日前１か月以内に退職し、又は死亡した

第２号会計年度任用職員（規則で定める職員を除く。）についても、

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

297,900

298,100

298,400

298,800

299,100

299,300

299,600

300,000

300,300

300,500

300,900

301,300

301,600

301,800

302,000

302,300

302,700

302,900

303,100

303,400

303,700

304,100

304,300

304,600

304,900

305,200

345,800

346,100

346,500

346,900

347,300

347,800

348,200

348,600

349,000

349,500

349,900

350,200

350,500

351,000
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同様とする。

２ 第２号会計年度任用職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任

命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。

この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の総額は、その者に

所属する第２号会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に１００分の１０

２．５を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

３ 前項の勤勉手当基礎額その他第２号会計年度任用職員の勤勉手当の

支給に関し必要な事項は、規則で定める。

４ 第２号会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、給与条例第

２３条の２及び第２３条の３の規定を準用する。

第２６条第２項中「１００分の１３０」を「１００分の１２２．５」

に改め、同条の次に次の１条を加える。

（第１号会計年度任用職員の勤勉手当）

第２６条の２ 第１号会計年度任用職員の勤勉手当は、基準日にそれぞ

れ在職する第１号会計年度任用職員（規則で定める職員を除く。）に

対し、基準日以前６か月以内の期間における当該第１号会計年度任用

職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める

日に支給する。これらの基準日前１か月以内に退職し、又は死亡した

第１号会計年度任用職員（規則で定める職員を除く。）についても、

同様とする。

２ 第１号会計年度任用職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任

命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。

この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の総額は、その者に

所属する第１号会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に１００分の１０

２．５を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

３ 前項の勤勉手当基礎額その他第１号会計年度任用職員の勤勉手当の

支給に関し必要な事項は、規則で定める。

４ 第１号会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、給与条例第

２３条の２及び第２３条の３の規定を準用する。
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附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条及び第３条の規

定は、令和６年４月１日から施行する。

２ 第２条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与、旅費及び費用

弁償に関する条例（以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」とい

う。）別表第１の規定は令和５年４月１日から、改正後の会計年度任用

職員給与条例第１５条第２項及び第２６条第２項の規定は令和５年１２

月１日から適用する。

３ 改正後の会計年度任用職員給与条例別表第１の規定にかかわらず、次

の会計年度任用職員以外の会計年度任用職員として任用された期間の令

和５年度中の給与については、なお従前の例による。

(1) 改正後の会計年度任用職員給与条例第２条第１項の第２号会計年度

任用職員

(2) 改正後の会計年度任用職員給与条例第１６条第５項の規定により基

本報酬が月額で定められている第１号会計年度任用職員（改正後の会

計年度任用職員給与条例第２条第２項の第１号会計年度任用職員をい

う。次号において同じ。）

(3) 前２号に掲げるもののほか、改正後の会計年度任用職員給与条例第

２６条第１項前段の規則で定める職員に該当しない第１号会計年度任

用職員

（給与の内払）

４ 改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、

第１条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁

償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度

任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
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（提案理由）

職員の給与に関する条例の給料表及び期末手当の支給割合の改定を踏ま

え、会計年度任用職員の給料表及び期末手当の支給割合を改定し、及び地

方自治法の一部が改正され、会計年度任用職員の勤勉手当に関する規定が

整備されることに伴い、会計年度任用職員に対して支給する勤勉手当に関

し必要な事項を定めるため、この条例案を提出するものである。
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議案第１５号

廿日市市手数料条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。

令和６年２月２１日

廿日市市長 松 本 太 郎
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廿日市市手数料条例の一部を改正する条例

廿日市市手数料条例（平成１２年条例第２号）の一部を次のように改正

する。

別表第５号中「建築認定」を「建築等の認定」に、

「

低炭素建築物新築等計

画（計画の変更を含

む。以下同じ。）の認

定

ア 戸建て住宅又

は共同住宅等

（共同住宅、長

屋その他の戸建

ての住宅以外の

住宅をいう。以

下同じ。）の住

戸について認定

を受けようとす

る場合の手数料

の額は、住戸に

係る審査の欄に

掲げる区分に応

じて定める額

イ 共同住宅等の

全体について認

定を受けようと

する場合の手数

料の額は、共同

住宅等に係る審

査の欄の総住戸

数の欄に掲げる

ア １申請をもって１件

とする。

イ 認定基準適合図書と

は、都市の低炭素化の

促進に関する法律第５

４条第１項各号に掲げ

る基準に適合している

ことを証する図書をい

う。
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区分に応じて定

める額に共同住

宅等に係る審査

の欄の共用部分

の欄に掲げる区

分に応じて定め

る額を加えた額

ウ 非住宅（居住

の用に供する部

分、共用部分及

び工場等（工

場、畜舎、自動

車車庫、自転車

駐車場、倉庫、

観覧場、卸売市

場、火葬場その

他エネルギーの

使用状況に関し

てこれらに類す

るものをいう。

以下同じ。）を

除く。以下同

じ。）の全体に

ついて認定を受

けようとする場

合の手数料の額

は、非住宅に係

る審査の欄に掲
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げる区分に応じ

て定める額

エ 工場等の全体

について認定を

受けようとする

場合の手数料の

額は、工場等に

係る審査の欄に

掲げる区分に応

じて定める額

オ 共同住宅等、

非住宅及び工場

等を有する複合

建築物の全体に

ついて認定を受

けようとする場

合の手数料の額

は、共同住宅等

に係る審査の欄

の総住戸数の欄

に掲げる区分に

応じて定める額

に共同住宅等に

係る審査の欄の

共用部分の欄に

掲げる区分に応

じて定める額を

加えた額に、非
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住宅に係る審査

の欄に掲げる区

分に応じて定め

る額及び工場等

に係る審査の欄

に掲げる区分に

応じて定める額

を加えた額

カ 都市の低炭素

化の促進に関す

る法律（平成２

４年法律第８４

号）第５４条第

２項の規定によ

る審査を申し出

る場合の手数料

の額は、低炭素

建築物新築等計

画の認定に係る

手数料の額に、

建築物に関する

確認又は計画通

知に係る審査を

申し出る場合は

建築物に関する

確認又は計画通

知の項に定める

手数料の額を、
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建築設備に関す

る確認又は計画

通知に係る審査

を申し出る場合

は建築設備に関

する確認又は計

画通知の項に定

める手数料の額

を加えた額

住戸に係る審査 ア 共同住宅等に係る手

数料の額は、申請住戸

数により算定する。

イ 認定を受けた低炭素

建築物新築等計画を変

更する場合の手数料の

額は、２分の１の額と

する。

戸建て住宅 １件 3万 7,000 円 認定基準適合図書を提出

する場合は、5,000 円

共同住宅等 共同住宅等の全体又は複

合建築物の全体と併せて

認定を受けようとする場

合は、免除とする。

１戸 １件 3万 7,000 円 認定基準適合図書を提出

する場合は、5,000 円

２戸以上 10 戸

以下

１件 3 万 7,000 円に申

請住戸数から１を

減じた数に 7,600

認定基準適合図書を提出

する場合は、5,000 円に

申請住戸数から１を減じ
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を

円を乗じて得た額

を加えた額

た数に 1,300 円を乗じて

得た額を加えた額

11 戸以上 100 戸

以下

１件 10 万 6,000 円に申

請住戸数から 10

を 減 じ た 数 に

2,200 円を乗じて

得た額を加えた額

認定基準適合図書を提出

する場合は、1 万 7,000

円に申請住戸数から 10 を

減じた数に 700 円を乗じ

て得た額を加えた額

101 戸以上 200

戸以下

１件 30 万 9,000 円に申

請住戸数から 100

を 減 じ た 数 に

1,000 円を乗じて

得た額を加えた額

認定基準適合図書を提出

する場合は、8 万 8,000

円に申請住戸数から 100

を減じた数に 500 円を乗

じて得た額を加えた額

201 戸以上 １件 41 万 8,000 円に申

請住戸数から 200

を減じた数に 800

円を乗じて得た額

を加えた額（64 万

4,000 円を上限と

する。）

認定基準適合図書を提出

する場合は、13 万 9,000

円に申請住戸数から 200

を減じた数に 200 円を乗

じて得た額を加えた額

（18 万 8,000 円を上限と

する。）

」

「

低炭素建築物新築等計

画（計画の変更を含

む。以下同じ。）の認

定

ア 戸建て住宅に

ついて認定を受

けようとする場

合の手数料の額

は、戸建て住宅

に係る審査の欄

ア １申請をもって１件

とする。

イ 工場等とは、工場、

畜舎、自動車車庫、自

転車駐車場、倉庫、観

覧場、卸売市場、火葬
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に掲げる額

イ 共同住宅等

（共同住宅、長

屋その他の戸建

ての住宅以外の

住宅をいう。以

下同じ。）の全

体又は複合建築

物（住宅部分

（建築物のエネ

ルギー消費性能

の向上等に関す

る法律（平成２

７年法律第５３

号。以下「建築

物省エネ法」と

いう。）第１１

条第１項に規定

する住宅部分を

いう。以下同

じ。）及び非住

宅部分（建築物

省エネ法第１１

条第１項に規定

する非住宅部分

をいう。以下同

じ。）を有する

建築物をいう。

場その他エネルギーの

使用状況に関してこれ

らに類するものをい

う。

ウ 認定基準適合図書と

は、都市の低炭素化の

促進に関する法律第５

４条第１項各号に掲げ

る基準に適合している

ことを証する図書をい

う。
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以下同じ。）の

住宅部分につい

て認定を受けよ

うとする場合の

手数料の額は、

共同住宅等に係

る審査の欄の総

住戸数の欄に掲

げる区分に応じ

て定める額に共

同住宅等に係る

審査の欄の共用

部分の欄に掲げ

る区分に応じて

定める額を加え

た額

ウ 住宅部分を有

しない建築物の

全体又は複合建

築物の非住宅部

分について認定

を受けようとす

る場合の手数料

の額は、非住宅

部分のうち工場

等以外の部分に

係る審査の欄に

掲げる区分に応

－ 27 －



じて定める額に

非住宅部分のう

ち工場等の部分

に係る審査の欄

に掲げる区分に

応じて定める額

を加えた額

エ 複合建築物の

全体について認

定を受けようと

する場合の手数

料の額は、共同

住宅等に係る審

査の欄の総住戸

数の欄に掲げる

区分に応じて定

める額に共同住

宅等に係る審査

の欄の共用部分

の欄に掲げる区

分に応じて定め

る額を加えた額

に、非住宅部分

のうち工場等以

外の部分に係る

審査の欄に掲げ

る区分に応じて

定める額及び非
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住宅部分のうち

工場等の部分に

係る審査の欄に

掲げる区分に応

じて定める額を

加えた額

オ 都市の低炭素

化の促進に関す

る法律（平成２

４年法律第８４

号）第５４条第

２項の規定によ

る審査を申し出

る場合の手数料

の額は、低炭素

建築物新築等計

画の認定に係る

手数料の額に、

建築物に関する

確認又は計画通

知に係る審査を

申し出る場合は

建築物に関する

確認又は計画通

知の項に定める

手数料の額を、

建築設備に関す

る確認又は計画

－ 29 －



に、

通知に係る審査

を申し出る場合

は建築設備に関

する確認又は計

画通知の項に定

める手数料の額

を加えた額

戸建て住宅に係る審

査

１件 3万 7,000 円 ア 認定基準適合図書を

提出する場合は、5,000

円

イ 認定を受けた低炭素

建築物新築等計画を変

更する場合の手数料の

額は、２分の１の額と

する。

」

「 「

ア 手数料の額は、申請

部分の床面積の合計面

積に応じた区分により

算定する。

イ 認定を受けた低炭素

建築物新築等計画を変

更する場合の手数料の

額は、変更に係る部分

の床面積の合計面積に

応じた区分により算定
を

ア 手数料の額は、申請

部分の床面積の合計面

積に応じた区分により

算定する。

イ 認定を受けた低炭素

建築物新築等計画を変

更する場合の手数料の

額は、変更に係る部分

の床面積の合計面積に

応じた区分により算定
に、

－ 30 －



エネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号）第１

１条第１項に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。）」を削り、

した手数料の額の２分

の１の額とする。

ウ 共用部分を計算しな

い数値による評価によ

り認定を受けようとす

る場合は、共用部分の

手数料の額は加算しな

い。

した手数料の額の２分

の１の額とする。

」 」

「 「

非住宅に係る審査

を

非住宅部分のうち工

場等以外の部分に係

る審査

に、

」 」

「 「

工場等に係る審査

を

非住宅部分のうち工

場等の部分に係る審

査

に改め、「（建築物の

」 」

「

建築物エネルギー消費

性能向上計画（計画の

変更を含む。以下同

じ。）の認定

ア 戸建て住宅又

は共同住宅等若

しくは複合建築

物（住宅部分

（建築物のエネ

ルギー消費性能

ア １申請をもって１件

とする。

イ 誘導基準適合図書と

は、建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関

する法律第３５条第１
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の向上に関する

法律第１１条第

１項に規定する

住宅部分をい

う 。 以 下 同

じ。）及び非住

宅部分を有する

建築物をいう。

以下同じ。）の

住戸について認

定を受けようと

する場合の手数

料の額は、住戸

に係る審査の欄

に掲げる区分に

応じて定める額

イ 共同住宅等の

全体について認

定を受けようと

する場合の手数

料の額は、共同

住宅等に係る審

査の欄に掲げる

区分に応じて定

める額

ウ 住宅部分を有

しない建築物の

全体又は複合建

項各号に掲げる基準に

適合していることを証

する図書をいう。

ウ モデル建築物誘導基

準とは、基準省令第１

０条第１号イ（２）及

び同号ロ（２）の基準

（複合建築物が同条第

３ 号 ロ （ １ ） か ら

（３）までに適合する

場合にあっては、同条

第１号イ（２）及び同

号ロ（２）の基準又は

基準省令第１条第１項

第１号ロ及び第１０条

第１号イ（２）の基

準）をいう。
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築物の非住宅部

分について認定

を受けようとす

る場合の手数料

の額は、非住宅

部分に係る審査

の欄に掲げる区

分に応じて定め

る額

エ 複合建築物の

住戸及び非住宅

部分について認

定を受けようと

する場合の手数

料の額は、住戸

に係る審査の欄

に掲げる区分に

応じて定める額

に非住宅部分に

係る審査の欄に

掲げる区分に応

じて定める額を

加えた額

オ 複合建築物の

全体について認

定を受けようと

する場合の手数

料の額は、共同
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住宅等に係る審

査の欄に掲げる

区分に応じて定

める額に非住宅

部分に係る審査

の欄に掲げる区

分に応じて定め

る額を加えた額

カ 建築物のエネ

ルギー消費性能

の向上に関する

法律第３４条第

３項各号に掲げ

る事項を記載し

ようとする建築

物エネルギー消

費性能向上計画

（以下「複数建

築物エネルギー

消費性能向上計

画」という。）

について認定を

受けようとする

場合の手数料の

額は、当該計画

に係る建築物

（認定を受けた

建築物エネルギ
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ー消費性能向上

計画又は複数建

築物エネルギー

消費性能向上計

画における建築

物に変更の事由

が生じる場合

は、変更の事由

が生じる建築

物、認定を受け

た建築物エネル

ギー消費性能向

上計画又は複数

建築物エネルギ

ー消費性能向上

計画に新たに建

築物のエネルギ

ー消費性能の向

上に関する法律

第３４条第３項

各号に掲げる事

項を記載しよう

とする場合は、

当該記載に係る

建築物）１棟ご

とにアからオま

でに定める額を

合算した額
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キ 建築物のエネ

ルギー消費性能

の向上に関する

法律第３５条第

２項の規定によ

り審査を申し出

る場合の手数料

の額は、建築物

エネルギー消費

性能向上計画の

認定に係る手数

料の額に、建築

物に関する確認

又は計画通知に

係る審査を申し

出る場合は建築

物に関する確認

又は計画通知の

項に定める手数

料の額を、建築

設備に関する確

認又は計画通知

に係る審査を申

し出る場合は建

築設備に関する

確認又は計画通

知の項に定める

手数料の額を加
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えた額

住戸に係る審査 ア 共同住宅等に係る手

数料の額は、申請住戸

数により算定する。

イ 認定を受けた建築物

エネルギー消費性能向

上計画における建築物

に変更の事由が生じる

場合の当該変更の事由

が生じる建築物に係る

手数料の額は、２分の

１の額とする。

戸建て住宅 １件 3万 7,000 円 誘導基準適合図書を提出

する場合は、5,100 円

共同住宅等 共同住宅等の全体又は複

合建築物の全体と併せて

認定を受けようとする場

合は、免除とする。

１戸 １件 3万 7,000 円 誘導基準適合図書を提出

する場合は、5,100 円

２戸以上４戸以

下

１件 3 万 7,000 円に申

請住戸数から１を

減じた数に 1 万

2,000 円を乗じて

得た額を加えた額

誘導基準適合図書を提出

する場合は、5,100 円に

申請住戸数から１を減じ

た数に 1,600 円を乗じて

得た額を加えた額

５戸以上 15 戸

以下

１件 7 万 5,000 円に申

請住戸数から４を

減じた数に 4,500

誘導基準適合図書を提出

する場合は、1 万円に申

請住戸数から４を減じた
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を

円を乗じて得た額

を加えた額

数に 1,000 円を乗じて得

た額を加えた額

16 戸以上 45 戸

以下

１件 12 万 5,000 円に申

請住戸数から 15

を 減 じ た 数 に

2,900 円を乗じて

得た額を加えた額

誘導基準適合図書を提出

する場合は、2 万 1,000

円に申請住戸数から 15 を

減じた数に 900 円を乗じ

て得た額を加えた額

46 戸以上 １件 21 万 4,000 円に申

請住戸数から 45

を 減 じ た 数 に

1,600 円を乗じて

得た額を加えた額

（30 万 6,000 円を

上限とする。）

誘導基準適合図書を提出

する場合は、4 万 9,000

円に申請住戸数から 45 を

減じた数に 600 円を乗じ

て得た額を加えた額（8

万 7,000 円を上限とす

る。）

」

「

建築物エネルギー消費

性能向上計画（計画の

変更を含む。以下同

じ。）の認定

ア 戸建て住宅に

ついて認定を受

けようとする場

合の手数料の額

は、戸建て住宅

に係る審査の欄

に掲げる額

イ 共同住宅等の

全体又は複合建

築物の住宅部分

について認定を

ア １申請をもって１件

とする。

イ 誘導基準適合図書と

は、建築物省エネ法第

３５条第１項各号に掲

げる基準に適合してい

ることを証する図書を

いう。

ウ モデル建築物誘導基

準とは、基準省令第１

０条第１号イ（２）及
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受けようとする

場合の手数料の

額は、共同住宅

等に係る審査の

欄に掲げる区分

に応じて定める

額

ウ 住宅部分を有

しない建築物の

全体又は複合建

築物の非住宅部

分について認定

を受けようとす

る場合の手数料

の額は、非住宅

部分に係る審査

の欄に掲げる区

分に応じて定め

る額

エ 複合建築物の

全体について認

定を受けようと

する場合の手数

料の額は、共同

住宅等に係る審

査の欄に掲げる

区分に応じて定

める額に非住宅

び同号ロ（２）の基準

（複合建築物が同条第

３ 号 ロ （ １ ） か ら

（３）までに適合する

場合にあっては、同条

第１号イ（２）及び同

号ロ（２）の基準又は

基準省令第１条第１項

第１号ロ及び第１０条

第１号イ（２）の基

準）をいう。
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部分に係る審査

の欄に掲げる区

分に応じて定め

る額を加えた額

オ 建築物省エネ

法第３４条第３

項各号に掲げる

事項を記載しよ

うとする建築物

エネルギー消費

性能向上計画

（以下「複数建

築物エネルギー

消費性能向上計

画」という。）

について認定を

受けようとする

場合の手数料の

額は、当該計画

に係る建築物

（認定を受けた

建築物エネルギ

ー消費性能向上

計画又は複数建

築物エネルギー

消費性能向上計

画における建築

物に変更の事由
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が生じる場合

は、変更の事由

が生じる建築

物、認定を受け

た建築物エネル

ギー消費性能向

上計画又は複数

建築物エネルギ

ー消費性能向上

計画に新たに建

築物省エネ法第

３４条第３項各

号に掲げる事項

を記載しようと

する場合は、当

該記載に係る建

築物）１棟ごと

にアからエまで

に定める額を合

算した額

カ 建築物省エネ

法第３５条第２

項の規定により

審査を申し出る

場合の手数料の

額は、建築物エ

ネルギー消費性

能向上計画の認
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定に係る手数料

の額に、建築物

に関する確認又

は計画通知に係

る審査を申し出

る場合は建築物

に関する確認又

は計画通知の項

に定める手数料

の額を、建築設

備に関する確認

又は計画通知に

係る審査を申し

出る場合は建築

設備に関する確

認又は計画通知

の項に定める手

数料の額を加え

た額

戸建て住宅に係る審

査

１件 3万 7,000 円 ア 誘導基準適合図書を

提出する場合は、5,100

円

イ 認定を受けた建築物

エネルギー消費性能向

上計画における建築物

に変更の事由が生じる

場合の当該変更の事由

が生じる建築物に係る
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に、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第２条第３号」を

「建築物省エネ法第２条第３号」に改め、同表第８号中

手数料の額は、２分の

１の額とする。

」

「 「

118 万円

を

145 万円

に、

141 万円 172 万円

159 万円 192 万円

195 万円 236 万円

227 万円 274 万円

455 万円 564 万円
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582 万円 724 万円

707 万円 879 万円

」 」

「

１申請をもって１件とす

る。製造の許可に係る完

成検査は、当該手数料の

額の４分の３の額とす

る。（液化石油ガスの製

造のための施設であっ

て、液化石油ガス法第３

７条の３第１項の完成検

査を受け、同法第３７条

の技術上の基準に適合し

ていると認められたもの

に係るものについては

6,100 円）

を

7,400 円

1 万 1,000 円

1 万 3,000 円

」
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附 則

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

２ この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、

なお従前の例による。

「

１申請をもって１件とす

る。当該移動式製造設備

について液化石油ガス法

第３７条の４第１項の許

可を受けたものについて

は、6,000 円とする。製

造の許可に係る完成検査

は、当該手数料の額の４

分の３の額とする。（液

化石油ガスの製造のため

の施設であって、液化石

油ガス法第３７条の３第

１項の完成検査を受け、

同法第３７条の技術上の

基準に適合していると認

められたものに係るもの

については 6,100 円）

に改める。

7,400 円

1 万 1,000 円

1 万 3,000 円

」
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（提案理由）

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部が改正され、低炭

素建築物新築等計画及び建築物エネルギー消費性能向上計画の認定単位が

改められることに伴い、必要な規定の整理を行うとともに、地方公共団体

の手数料の標準に関する政令の一部が改正され、危険物の浮き屋根式特定

屋外タンク貯蔵所等の設置の許可及び高圧ガスの製造の許可に係る審査の

標準手数料額が改定されることに伴い、当該事務に係る手数料の額を改定

するため、この条例案を提出するものである。
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議案第１６号

廿日市市市民センター条例の一部を改正する条例案を次のように提出す

る。

令和６年２月２１日

廿日市市長 松 本 太 郎

－ 47 －



廿日市市市民センター条例の一部を改正する条例

廿日市市市民センター条例（昭和４７年条例第２号）の一部を次のよう

に改正する。

別表第１の１１の表中

「

」

「

」

に改め、同表児童室の項を削る。

附 則

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

２ この条例による改正後の別表第１の１１の表の規定は、この条例の施

行の日以後の廿日市市四季が丘市民センターの施設の使用に係る使用料

について適用し、同日前の廿日市市四季が丘市民センターの施設の使用

に係る使用料については、なお従前の例による。

会議室 280 円 320 円 360 円 640 円 680 円 1,010 円

を
第 1 会議室 160 円 180 円 200 円 360 円 390 円 570 円

第 2 会議室 130 円 140 円 160 円 290 円 310 円 460 円

－ 48 －



（提案理由）

廿日市市四季が丘市民センターの改修に伴い、面積が減少する施設の使

用料の額を改定するなどのため、この条例案を提出するものである。
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議案第１７号

廿日市市手数料条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。

令和６年２月２１日

廿日市市長 松 本 太 郎
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廿日市市手数料条例の一部を改正する条例

廿日市市手数料条例（平成１２年条例第２号）の一部を次のように改正

する。

別表第３号中

「
戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記

録されている事項の全部若しく

は一部を証明した書面の交付

１ 通 450円１証明をもって１通とす

る。

」

を

「
戸籍の謄本若しくは抄本又は戸

籍に記録されている事項の全部

若しくは一部を証明した書面

（以下この表において「戸籍証

明書」という｡）の交付

１ 通 450円１証明をもって１通とす

る。

」

に、

「
除かれた戸籍の謄本、抄本又は

除かれた戸籍に記録されている

事項の全部若しくは一部を証明

した書面の交付

１ 通 750円１証明をもって１通とす

る。

」

を

「
戸籍電子証明書提供用識別符号

の発行（行政手続における特定

の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成２５

年法律第２７号）附則第６条第

３項に規定する情報提供等記録

開示システム（以下この表にお

いて「情報提供等記録開示シス

１ 件 400円１戸籍電子証明書提供用

識別符号をもって１件と

する。
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テム」という。）を使用する方

法により戸籍電子証明書提供用

識別符号の発行を行う場合（当

該発行に係る戸籍電子証明書の

請求が情報提供等記録開示シス

テムを使用する方法により行わ

れた場合に限る。）における当

該発行及び戸籍電子証明書提供

用識別符号の発行に係る戸籍電

子証明書の請求を行う者が同時

に当該戸籍電子証明書が証明す

る事項と同一の事項を証明する

戸籍の謄本若しくは抄本又は戸

籍証明書の請求を行う場合にお

ける当該発行を除く。）

に、

除かれた戸籍の謄本若しくは抄

本又は除かれた戸籍に記録され

ている事項の全部若しくは一部

を証明した書面（以下この表に

おいて「除籍証明書」とい

う。）の交付

１ 通 750円１証明をもって１通とす

る。

「
届出、申請書の受理証明又は届

書その他市町村長の受理した書

類の記載事項証明

１ 通 350円１証明をもって１通とす

る。 を

「
除籍電子証明書提供用識別符号

の発行（情報提供等記録開示シ

１ 件 700円１除籍電子証明書提供用

識別符号をもって１件と

」

」
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ステムを使用する方法により除

籍電子証明書提供用識別符号の

発行を行う場合（当該発行に係

る除籍電子証明書の請求が情報

提供等記録開示システムを使用

する方法により行われた場合に

限る。）における当該発行及び

除籍電子証明書提供用識別符号

の発行に係る除籍電子証明書の

請求を行う者が同時に当該除籍

電子証明書が証明する事項と同

一の事項を証明する除かれた戸

籍の謄本若しくは抄本又は除籍

証明書の請求を行う場合におけ

る当該発行を除く。）

する。

届出若しくは申請書の受理証

明、届書その他市町村長の受理

した書類の記載事項証明又は戸

籍法（昭和２２年法律第２２４

号）第１２０条の６第１項の規

定に基づく届書等情報の内容証

明

１ 通 350円１証明をもって１通とす

る。

「
届書その他市町村長の受理した

書類の閲覧

１ 件 350円１書類をもって１件とす

る。
を

「
届書その他市町村長の受理した

書類又は戸籍法第１２０条の６

第１項の規定に基づく届書等情

１ 件 350円１書類又は１の届書等情

報の内容を表示したもの

をもって１件とする。
に

」

」

に、
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改める。

附 則

この条例は、令和６年３月１日から施行する。

報の内容を表示したものの閲覧
」
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（提案理由）

戸籍法の一部が改正されることに伴い、戸籍電子証明書提供用識別符号

及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る手数料の額を定めるなど

のため、この条例案を提出するものである。
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議案第１８号

廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案を次のように提出

する。

令和６年２月２１日

廿日市市長 松 本 太 郎
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廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

廿日市市国民健康保険税条例（昭和３５年条例第１８号）の一部を次の

ように改正する。

第３条第１項中「１００分の６．７」を「１００分の７．７」に改める。

第５条中「２万８，６００円」を「３万２，７００円」に改める。

第５条の２第１号中「２万３，３００円」を「２万３，４００円」に改

め、同条第２号中「１万１，６５０円」を「１万１，７００円」に改め、

同条第３号中「１万７，４７５円」を「１万７，５５０円」に改める。

第５条の３中「１００分の２．５」を「１００分の２．８」に改める。

第５条の４中「１０，３００円」を「１万１，４００円」に改める。

第５条の５第１号中「６，６００円」を「７，３００円」に改め、同条

第２号中「３，３００円」を「３，６５０円」に改め、同条第３号中「４，

９５０円」を「５，４７５円」に改める。

第１９条第１項第１号ア中「２万２０円」を「２万２，８９０円」に改

め、同号イ(ｱ)中「１万６，３１０円」を「１万６，３８０円」に改め、

同号イ(ｲ)中「８，１５５円」を「８，１９０円」に改め、同号イ(ｳ)中

「１万２，２３３円」を「１万２，２８５円」に改め、同号ウ中「７，２

１０円」を「７，９８０円」に改め、同号エ(ｱ)中「４，６２０円」を

「５，１１０円」に改め、同号エ(ｲ)中「２，３１０円」を「２，５５５

円」に改め、同号エ(ｳ)中「３，４６５円」を「３，８３３円」に改め、

同項第２号ア中「１万４，３００円」を「１万６，３５０円」に改め、同

号イ(ｱ)中「１万１，６５０円」を「１万１，７００円」に改め、同号イ

(ｲ)中「５，８２５円」を「５，８５０円」に改め、同号イ(ｳ)中「８，７

３８円」を「８，７７５円」に改め、同号ウ中「５，１５０円」を「５，

７００円」に改め、同号エ(ｱ)中「３，３００円」を「３，６５０円」に

改め、同号エ(ｲ)中「１，６５０円」を「１，８２５円」に改め、同号エ

(ｳ)中「２，４７５円」を「２，７３８円」に改め、同項第３号ア中「５，

７２０円」を「６，５４０円」に改め、同号イ(ｱ)中「４，６６０円」を
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「４，６８０円」に改め、同号イ(ｲ)中「２，３３０円」を「２，３４０

円」に改め、同号イ(ｳ)中「３，４９５円」を「３，５１０円」に改め、

同号ウ中「２，０６０円」を「２，２８０円」に改め、同号エ(ｱ)中「１，

３２０円」を「１，４６０円」に改め、同号エ(ｲ)中「６６０円」を「７

３０円」に改め、同号エ(ｳ)中「９９０円」を「１，０９５円」に改め、

同条第２項第１号ア中「４，２９０円」を「４，９０５円」に改め、同号

イ中「７，１５０円」を「８，１７５円」に改め、同号ウ中「１１，４４

０円」を「１万３，０８０円」に改め、同号エ中「１４，３００円」を

「１万６，３５０円」に改め、同項第２号ア中「１，５４５円」を「１，

７１０円」に改め、同号イ中「２，５７５円」を「２，８５０円」に改め、

同号ウ中「４，１２０円」を「４，５６０円」に改め、同号エ中「５，１

５０円」を「５，７００円」に改める。

附 則

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

２ 改正後の廿日市市国民健康保険税条例の規定は、令和６年度以後の年

度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分までの国民健康保

険税については、なお従前の例による。
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（提案理由）

広島県国民健康保険運営方針に基づき、国民健康保険税の基礎課税額及

び後期高齢者支援金等課税額の税率並びに減額に関する規定を改正するた

め、この条例案を提出するものである。
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議案第１９号

廿日市市漁港管理条例及び廿日市市風致地区内における建築等の規制に

関する条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。

令和６年２月２１日

廿日市市長 松 本 太 郎
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廿日市市漁港管理条例及び廿日市市風致地区内における建築

等の規制に関する条例の一部を改正する条例

次に掲げる条例の規定中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等

に関する法律」に改める。

(1) 廿日市市漁港管理条例（平成１７年条例第５９号）第１条

(2) 廿日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例（平成２４

年条例第３４号）第３条第２項第３３号

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。
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（提案理由）

漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律において漁

港漁場整備法の一部が改正され、条例で引用している同法の題名が改めら

れたことに伴い、必要な規定の整理を行うため、この条例案を提出するも

のである。
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議案第２０号

廿日市市こども医療費支給条例の一部を改正する条例案を次のように提

出する。

令和６年２月２１日

廿日市市長 松 本 太 郎
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廿日市市こども医療費支給条例の一部を改正する条例

廿日市市こども医療費支給条例（昭和４８年条例第１１号）の一部を次

のように改正する。

第２条第３項中「満１５歳」を「満１８歳」に改める。

第５条第１項中「（子どものうち満１２歳に達する日以後の最初の３月

３１日を経過した者については、入院及びその療養に伴う世話その他の看

護に係る医療に関する給付が行われた場合に限る。）」を削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年９月１日から施行する。

（準備行為）

２ この条例による改正後の廿日市市こども医療費支給条例第４条第１項

の規定による受給資格の認定及び同条第２項の規定によるこども医療費

受給者証の交付に関して必要な行為は、この条例の施行の日（以下「施

行日」という。）前においても、行うことができる。

（経過措置）

３ この条例の施行日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の廿日

市市こども医療支給条例による医療費の支給については、なお従前の例

による。
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（提案理由）

子育て世帯が暮らしやすく、住み続けられるための子育て支援を拡充す

ることを目的に、通院及び入院に係る医療費の支給について、支給対象者

を拡大するため、この条例案を提出するものである。
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議案第２１号

廿日市市介護保険条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。

令和６年２月２１日

廿日市市長 松 本 太 郎
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廿日市市介護保険条例の一部を改正する条例

廿日市市介護保険条例（平成１２年条例第２３号）の一部を次のように

改正する。

第２条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から

令和８年度まで」に改め、同項第１号中「第３９条第１項第１号」を「第

３８条第１項第１号」に、「３万２，９９０円」を「３万２０円」に改め、

同項第２号中「第３９条第１項第２号」を「第３８条第１項第２号」に、

「４万４，２０６円」を「４万９０７円」に改め、同項第３号中「第３９

条第１項第３号」を「第３８条第１項第３号」に、「４万９，４８５円」

を「４万５，５２６円」に改め、同項第４号中「第３９条第１項第４号」

を「第３８条第１項第４号」に改め、同項第５号中「第３９条第１項第５

号」を「第３８条第１項第５号」に改め、同項第６号から第１２号までを

次のように改める。

(6) 令第３８条第１項第６号に掲げる者 ７万９，１７６円

(7) 令第３８条第１項第７号に掲げる者 ８万５，７７４円

(8) 令第３８条第１項第８号に掲げる者 ９万８，９７０円

(9) 令第３８条第１項第９号に掲げる者 １０万８，８６７円

(10) 令第３８条第１項第１０号に掲げる者 １１万５，４６５円

(11) 令第３８条第１項第１１号に掲げる者 １２万２，０６３円

(12) 令第３８条第１項第１２号に掲げる者 １３万１，９６０円

第２条第１項に次の１号を加える。

(13) 令第３８条第１項第１３号に掲げる者 １４万５，１５６円

第２条第４項中「第２項」を「第６項」に、「令和３年度から令和５年

度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、「１万９，７９４円」

を「１万８，８０４円」に、「４万６，１８６円」を「４万５，１９６円」

に改め、同項を同条第８項とし、同条第３項中「令和３年度から令和５年

度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、「１万９，７９４円」

を「１万８，８０４円」に改め、同項を同条第７項とし、同条第２項中
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「前項第１号」を「第１項第１号」に、「令和３年度から令和５年度まで」

を「令和６年度から令和８年度まで」に、「１万９，７９４円」を「１万

８，８０４円」に改め、同項を同条第６項とし、同条第１項の次に次の４

項を加える。

２ 令和６年度から令和８年度までの令第３８条第１項第６号の基準所得

金額は、令第３８条第６項の規定に基づく介護保険法施行規則（平成１

１年厚生省令第３６号。以下「施行規則」という。）第１４３条の規定

にかかわらず、１２５万円とする。

３ 令和６年度から令和８年度までの令第３８条第１項第７号の基準所得

金額は、令第３８条第７項の規定に基づく施行規則第１４３条の２の規

定にかかわらず、２００万円とする。

４ 令和６年度から令和８年度までの令第３８条第１項第８号の基準所得

金額は、令第３８条第８項の規定に基づく施行規則第１４３条の３の規

定にかかわらず、３００万円とする。

５ 令和６年度から令和８年度までの次の各号に掲げる基準所得金額は、

令第３８条第９項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額と

する。

(1) 令第３８条第１項第９号の基準所得金額 ４００万円

(2) 令第３８条第１項第１０号の基準所得金額 ６００万円

(3) 令第３８条第１項第１１号の基準所得金額 ８００万円

(4) 令第３８条第１項第１２号の基準所得金額 １，０００万円

第４条第３項中「第３９条第１項第１号イ」を「第３８条第１項第１号

イ」に、「若しくは第５号ロ又は第２条第１項第６号イ、第７号イ、第８

号イ若しくは第９号イ」を「、第５号ロ、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ、

第９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ又は第１２号ロ」に、「第３９条第１

項第１号から第５号まで又は第２条第１項第６号から第９号まで」を「第

３８条第１項第１号から第１２号まで」に改める。

附 則

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。
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２ 改正後の廿日市市介護保険条例第２条の規定は、令和６年度以後の年

度分の保険料について適用し、令和５年度までの年度分の保険料につい

ては、なお従前の例による。
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（提案理由）

令和３年度から令和５年度までの介護保険事業計画期間が終了すること

並びに介護保険法施行令が改正され、標準段階の多段階化及び標準乗率の

見直し並びに所得の少ない者に係る公費による減額賦課に係る基準の見直

しが実施されたことに伴い、令和６年度から令和８年度までの新たな介護

保険事業計画期間における各年度の所得段階に応じた保険料の額を定める

などの改正を行うため、この条例案を提出するものである。
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議案第２２号

廿日市市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。

令和６年２月２１日

廿日市市長 松 本 太 郎
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廿日市市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

廿日市市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例（平成２４年条例第２７号）の一部を次のように改正す

る。

第６条第５項第１１号を削り、同項第１２号を同項第１１号とし、同項

第５号中「第６５条」を「第６５条第１項」に改め、同条第６項ただし書

中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」を「指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所」に、「施設」を「敷地」に改める。

第７条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第２４条中第９号を第１１号とし、第８号を第１０号とし、第７号の次

に次の２号を加える。

(8) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、当該

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以

下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。

第３４条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重

要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を

「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要

事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

第４２条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同

項第７号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第８号

とし、同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同

項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

－ 76 －



同号を同項第６号とし、同項第４号の次に次の１号を加える。

(5) 第２４条第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第４７条第３項ただし書中「夜間対応型訪問介護事業所」を「指定夜間

対応型訪問介護事業所」に改め、同条第４項中第１１号を削り、第１２号

を第１１号とし、同条第５項ただし書及び第６項中「夜間対応型訪問介護

事業所」を「指定夜間対応型訪問介護事業所」に改める。

第４８条ただし書中「同一敷地内の」を削る。

第５１条中第７号を第９号とし、第６号を第８号とし、第５号を第７号

とし、第４号の次に次の２号を加える。

(5) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならない。

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。

第５８条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同

項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号

とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同

項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。

(3) 第５１条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第５９条の４ただし書中「ただし」の次に「、当該管理者は」を加え、

「同一敷地内にある」を削る。

第５９条の９中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次

に次の２号を加える。

(5) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、
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身体的拘束等を行ってはならない。

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。

第５９条の１９第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同項第６号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規

定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」

を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規

定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号

の次に次の１号を加える。

(3) 第５９条の９第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第５９条の２０の３後段中「同項第３号」を「同項第４号」に、「同項

第４号」を「同項第５号」に改める。

第５９条の２４第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第５９条の３０中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を

第５号とし、第２号の次に次の２号を加える。

(3) 指定療養通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束等を行ってはならない。

(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。

第５９条の３７第２項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同項第７号を同項第８号とし、同項第６号中「に規定する」を「の規

定による」に改め、同号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」

を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規

定する市町村」を「の規定による市」に改め、同号を同項第５号とし、同

項第３号の次に次の１号を加える。
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(4) 第５９条の３０第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第６２条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第６５条第２項中「指定介護療養型医療施設」を「健康保険法等の一部

を改正する法律（平成１８年法律第８３号）第２６条の規定による改正前

の法第４８条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設」に改める。

第６６条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第７０条中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次に次

の２号を加える。

(5) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束等を行ってはならない。

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。

第７１条第１項中「及び次条」を削る。

第７９条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同

項第６号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の

規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」

を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次

の１号を加える。

(3) 第７０条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第８２条第６項の表中「、指定介護療養型医療施設（医療法（昭和２３

年法律第２０５号）第７条第２項第４号に規定する療養病床を有する診療

所であるものに限る。）」を削る。

第８３条第１項ただし書中「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に

併設する前条第６項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄
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に掲げる施設のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等

の職務、同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職

務（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、指定夜間対応

型訪問介護事業者、指定訪問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を

併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業に係る職

務を含む。）若しくは法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日

常生活支援総合事業（同項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業を

除く。）」を「他の事業所、施設等の職務」に改める。

第９２条第５号中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以

下「身体的拘束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、同条中第８

号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。

(7) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回

以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業

者に周知徹底を図ること。

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

ウ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための

研修を定期的に実施すること。

第１０６条の次に次の１条を加える。

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資

する方策を検討するための委員会の設置）

第１０６条の２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向

上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの

質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テ

レビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に
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開催しなければならない。

第１０７条第２項第３号から第７号までの規定中「に規定する」を「の

規定による」に改める。

第１１１条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設

する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所」を削る。

第１２１条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあるこ

と等により」を削る。

第１２５条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の次に

次の５項を加える。

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医

療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を

定めるように努めなければならない。

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対

応を行う体制を、常時確保していること。

(2) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあっ

た場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医療

機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するととも

に、協力医療機関の名称等を、当該指定認知症対応型共同生活介護事業

者に係る指定を行った市長に届け出なければならない。

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の

患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第

１７項に規定する第二種協定指定医療機関（以下「第二種協定指定医療

機関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型イ

ンフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９

項に規定する新感染症をいう。以下同じ。）の発生時等の対応を取り決

めるように努めなければならない。

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定
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指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との

間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならな

い。

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その

他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能

となった場合においては、再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業

所に速やかに入居させることができるように努めなければならない。

第１２７条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の

規定による」に改める。

第１２８条中「及び第１０４条」を「、第１０４条及び第１０６条の２」

に改める。

第１３０条第７項中第２号を削り、第３号を第２号とし、同条に次の１

項を加える。

１１ 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第１項第２号ア

の規定の適用については、当該規定中「１」とあるのは、「０．９」と

する。

(1) 第１４９条において準用する第１０６条の２に規定する委員会にお

いて、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽

減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行

い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。

ア 利用者の安全及びケアの質の確保

イ 地域密着型特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮

ウ 緊急時の体制整備

エ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器（次号に

おいて「介護機器」という。）の定期的な点検

オ 地域密着型特定施設従業者に対する研修

(2) 介護機器を複数種類活用していること。

(3) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を

図るため、地域密着型特定施設従業者間の適切な役割分担を行ってい
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ること。

(4) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を

図る取組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われ

ていると認められること。

第１３１条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第１４７条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加える。

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づ

き協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医

療機関を定めるように努めなければならない。

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対

応を行う体制を、常時確保していること。

(2) 当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求

めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、１年に１回以上、

協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認す

るとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定地域密着型特定施設入

居者生活介護事業者に係る指定を行った市長に届け出なければならない。

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、第二種協定指定医

療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努め

なければならない。

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第

二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療

機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなけれ

ばならない。

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療

機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退

院が可能となった場合においては、再び当該指定地域密着型特定施設に

速やかに入居させることができるように努めなければならない。

第１４８条第２項第２号から第７号までの規定中「に規定する」を「の
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規定による」に改める。

第１４９条中「及び第９９条」を「、第９９条及び第１０６条の２」に

改める。

第１５１条第８項第３号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は介護

支援専門員（指定介護療養型医療施設の場合に限る。）」を削る。

第１５２条第１項第６号中「医療法」の次に「（昭和２３年法律第２０

５号）」を加える。

第１６５条の２中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て、当

該医師及び当該協力医療機関」を加え、同条に次の１項を加える。

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の

協力を得て、１年に１回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行

い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければなら

ない。

第１６６条ただし書中「ただし」の次に「、当該管理者は」を加え、

「同一敷地内にある」を削る。

第１６７条第５号中「に規定する」を「の規定による」に、「を記録す

る」を「の記録を行う」に改め、同条第６号中「に規定する」を「の規定

による」に、「を記録する」を「の記録を行う」に改め、同条第７号中

「に規定する」を「の規定による」に、「記録する」を「の記録を行う」

に改める。

第１７２条の見出しを「協力医療機関等」に改め、同条第１項中「入院

治療を必要とする入所者のために」を「入所者の病状の急変等に備えるた

め」に、「協力病院」を「次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関

（第３号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）」に改

め、同項に次のただし書及び各号を加える。

ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該

各号の要件を満たすこととしても差し支えない。

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対

応を行う体制を、常時確保していること。
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(2) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場

合において診療を行う体制を、常時確保していること。

(3) 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型介護

老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療

を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入

れる体制を確保していること。

第１７２条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、１年に１回以上、協力医療機関

との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、

協力医療機関の名称等を、当該指定地域密着型介護老人福祉施設に係る

指定を行った市長に届け出なければならない。

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第二種協定指定医療機関との間

で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければなら

ない。

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定指定

医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、

新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の

医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能とな

った場合においては、再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に速や

かに入所させることができるように努めなければならない。

第１７６条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の

規定による」に改める。

第１７７条中「及び第５９条の１７第１項から第４項まで」を「、第５

９条の１７第１項から第４項まで及び第１０６条の２」に改める。

第１８７条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型

施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

第１８９条中「第４項まで」の次に「、第１０６条の２」を加える。
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第１９０条中「施行規則第１７条の１２に規定する看護小規模多機能型

居宅介護」を「法第８条第２３項第１号に規定するサービス」に改める。

第１９１条第７項中第４号を削り、第５号を第４号とする。

第１９２条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは当該

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第７項各号に掲げ

る施設等」を削る。

第１９７条第１号中「療養上の管理の下で」を「当該利用者の居宅にお

いて、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活

上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を」に改

め、同条中第１１号を第１２号とし、第７号から第１０号までを１号ずつ

繰り下げ、第６号の次に次の１号を加える。

(7) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化

を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回

以上開催するとともに、その結果について、看護小規模多機能型居

宅介護従業者に周知徹底を図ること。

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

ウ 看護小規模多機能型居宅介護従業者に対し、身体的拘束等の適正

化のための研修を定期的に実施すること。

第２０１条第２項第３号及び第６号から第９号までの規定中「に規定す

る」を「の規定による」に改める。

第２０２条中「及び第１０６条」を「、第１０６条及び第１０６条の２」

に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第３４条に１

項を加える改正規定は、令和７年４月１日から施行する。

（身体的拘束等の適正化に係る経過措置）
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２ この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間は、この条例に

よる改正後の廿日市市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例（以下「新条例」という。）第９２条第

７号及び第１９７条第７号の規定の適用については、これらの規定中

「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資

する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置）

３ この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間は、新条例第１

０６条の２（新条例第１２８条、第１４９条、第１７７条、第１８９条、

第２０２条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、

同条中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。

（協力医療機関との連携に関する経過措置）

４ この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間は、新条例第１

７２条第１項（新条例第１８９条において準用する場合を含む。）の規

定の適用については、同項中「定めておかなければ」とあるのは、「定

めておくよう努めなければ」とする。
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（提案理由）

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部

を改正する省令において指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準の一部が改正されたことなどに伴い、必要な基準を定め

るなどの改正を行うため、この条例案を提出するものである。
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議案第２３号

廿日市市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案を次のよう

に提出する。

令和６年２月２１日

廿日市市長 松 本 太 郎
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廿日市市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例

廿日市市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例（平成２４年条例第２８号）の一部

を次のように改正する。

第６条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第９条第２項中「指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正

する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定に

よりなおその効力を有するものとされた同法第２６条の規定による改正前

の法第４８条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。第

４４条第６項において同じ。）」を「健康保険法等の一部を改正する法律

（平成１８年法律第８３号）第２６条の規定による改正前の法第４８条第

１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設」に改める。

第１０条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第３２条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重

要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を

「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項

をウェブサイトに掲載しなければならない。

第４０条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同

項第６号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の

規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」

を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次

の１号を加える。
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(3) 第４２条第１１号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制

限する行為（以下「身体的拘束等」という。）の態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第４２条第１４号中「第１２号」を「第１４号」に改め、同号を同条第

１６号とし、同条中第１３号を第１５号とし、第１０号から第１２号まで

を２号ずつ繰り下げ、第９号の次に次の２号を加える。

(10) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用

者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(11) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。

第４４条第６項の表中「、指定介護療養型医療施設（医療法（昭和２３

年法律第２０５号）第７条第２項第４号に規定する療養病床を有する診療

所であるものに限る。）」を削る。

第４５条第１項ただし書中「当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所に併設する前条第６項の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の

中欄に掲げる施設等の職務、同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第６条第１項に規定す

る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。）の職務（当該

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に係る指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業者（同項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業者をいう。）が、指定夜間対応型訪問介護事業者（指定地

域密着型サービス基準条例第４７条第１項に規定する指定夜間対応型訪問

介護事業者をいう。）、指定訪問介護事業者（介護保険法に基づく指定居

宅サービス事業者の指定の申請者に関する事項並びに指定居宅サービス等

の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年広島

県条例第６８号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。）第６条
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第１項に規定する指定訪問介護事業者をいう。）又は指定訪問看護事業者

（指定居宅サービス等基準条例第４９条第１項に規定する指定訪問看護事

業者をいう。）の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、

これらの事業に係る職務を含む。）若しくは法第１１５条の４５第１項に

規定する介護予防・日常生活支援総合事業（同項第１号ニに規定する第１

号介護予防支援事業を除く。）」を「他の事業所、施設等の職務」に改め

る。

第５３条第１項中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以

下「身体的拘束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、同条に次の

１項を加える。

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正

化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

（1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上

開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周

知徹底を図ること。

（2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

（3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研

修を定期的に実施すること。

第６３条の次に次の１条を加える。

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資

する方策を検討するための委員会の設置）

第６３条の２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サ

ービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、

当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全

並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの

とする。）を定期的に開催しなければならない。
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第６４条第２項第３号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規

定による」に改める。

第７２条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設す

る指定小規模多機能型居宅介護事業所」を削る。

第７９条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること

等により」を削る。

第８３条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の次に次

の５項を加える。

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づ

き協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医

療機関を定めるように努めなければならない。

（1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対

応を行う体制を、常時確保していること。

（2) 当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求

めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、

協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認す

るとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者に係る指定を行った市長に届け出なければならない。

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）

第６条第１７項に規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第

二種協定指定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項

に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感

染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）

の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第

二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療

機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなけれ
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ばならない。

６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療

機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退

院が可能となった場合においては、再び当該指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所に速やかに入所させることができるように努めなけ

ればならない。

第８５条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規

定による」に改める。

第８６条中「及び第６１条」を「、第６１条及び第６３条の２」に改め

る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第３２条に１

項を加える改正規定は、令和７年４月１日から施行する。

（身体的拘束等の適正化に係る経過措置）

２ この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間は、この条例に

よる改正後の廿日市市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（以下「新条例」

という。）第５３条第３項の規定の適用については、同項中「講じなけ

れば」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資

する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置）

３ この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間は、新条例第６

３条の２（新条例第８６条において準用する場合を含む。）の規定の適

用については、同条中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなけ

れば」とする。
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（提案理由）

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部

を改正する省令において指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準の一部が改正されたことに伴い、必

要な基準を定めるなどの改正を行うため、この条例案を提出するものであ

る。
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議案第２４号

廿日市市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。

令和６年２月２１日

廿日市市長 松 本 太 郎
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廿日市市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

廿日市市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める

条例（平成２７年条例第３号）の一部を次のように改正する。

第３条第４項中「地域包括支援センター」の次に「（法第１１５条の４

６第１項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。）」を、

「指定居宅介護支援事業者」の次に「（法第４６条第１項に規定する指定

居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。）」を加える。

第４条の見出し中「担当職員」を「従業者」に改め、同条中「指定介護

予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者である指定介護予防

支援事業者」に改め、「（以下「指定介護予防支援事業所」という。）」

を削り、同条に次の１項を加える。

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定

に係る事業所ごとに１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必

要な数の介護支援専門員を置かなければならない。

第５条第１項中「指定介護予防支援事業所」を「当該指定に係る事業所

（以下「指定介護予防支援事業所」という。）」に改め、同条第２項中

「前項に規定する」を「地域包括支援センターの設置者である指定介護予

防支援事業者が前項の規定により置く」に改め、同条に次の２項を加える。

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第１項の規

定により置く管理者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３

６号）第１４０条の６６第１号イ(3)に規定する主任介護支援専門員

（以下この項において「主任介護支援専門員」という。）でなければな

らない。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむ

を得ない理由がある場合については、介護支援専門員（主任介護支援専

門員を除く。）を第１項に規定する管理者とすることができる。
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４ 前項の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。た

だし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 管理者がその管理する指定介護予防支援事業所の介護支援専門員の

職務に従事する場合

(2) 管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定介護

予防支援事業所の管理に支障がない場合に限る。）

第６条第２項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対し」

を、「指定介護予防サービス事業者」の次に「（法第５３条第１項に規定

する指定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。）」を加え、同条第

３項中「担当職員」の次に「（指定居宅介護支援事業者である指定介護予

防支援事業者の場合にあっては介護支援専門員。以下この章及び次章にお

いて同じ。）」を加える。

第１２条に次の２項を加える。

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項の利

用料のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居

宅を訪問して指定介護予防支援を行う場合には、それに要した交通費の

支払を利用者から受けることができる。

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項に

規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利

用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を

行い、利用者の同意を得なければならない。

第１３条中「利用料の支払」を「前条第１項の利用料の支払」に改める。

第１４条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設

置者である指定介護予防支援事業者」に改め、同条第１号中「（指定居宅

サービス事業者等又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の

利用者又は第１号被保険者若しくは第２号被保険者の代表者、地域住民の

権利擁護を行い、又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、

医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案し

て市が適当と認める者により構成されるものをいう。）」を「（介護保険
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法施行規則第１４０条の６６第１号ロ(2)に規定する地域包括支援センタ

ー運営協議会をいう。）」に改め、同条第４号中「規定」の次に「（第３

２条第２９号の規定を除く。）」を加える。

第２３条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重

要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を

「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。

３ 指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに

掲載しなければならない。

第３０条第２項第２号オの規定中「に規定する」を「の規定による」に

改め、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同

項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する市町村」を「の規定に

よる市」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加

える。

(3) 第３２条第２号の３の規定による身体的拘束その他利用者の行動を

制限する行為（第３２条第２号の２及び第２号の３において「身体的

拘束等」という。）の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由の記録

第３２条第２号の次に次の２号を加える。

(2)の２ 指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならない。

(2)の３ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ

ばならない。

第３２条第１６号ア中「指定介護予防支援の提供」を「サービスの提供」

に、「及び当該指定介護予防支援の評価期間が終了する月並びに当該利用

者の状況に著しい変化があったときは、当該利用者の居宅を訪問し、当該」

を「、」に改め、同号ウを同号オとし、同号イ中「月」の次に「（イただ
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し書の規定によりテレビ電話装置等を活用して利用者に面接する月を除

く。）」を加え、同号イを同号エとし、同号アの次に次のように加える。

イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行

うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、サービス

の提供を開始する月の翌月から起算して３月ごとの期間（以下この

号において単に「期間」という。）について、少なくとも連続する

２期間に１回、利用者の居宅を訪問し、面接するときは、利用者の

居宅を訪問しない期間において、テレビ電話装置等を活用して、利

用者に面接することができる。

(ｱ) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書に

より利用者の同意を得ていること。

(ｲ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治

の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。

ａ 利用者の心身の状況が安定していること。

ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことが

できること。

ｃ 担当職員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは

把握できない情報について、担当者から提供を受けること。

ウ サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい変化

があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。

第３２条に次の１号を加える。

(29) 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、法第１

１５条の３０の２第１項の規定により市長から情報の提供を求められ

た場合には、その求めに応じなければならない。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第２３条に１項

を加える改正規定は、令和７年４月１日から施行する。
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（提案理由）

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部

を改正する省令において指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに

指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準の一部が改正されたことなどに伴い、必要な基準を定めるなどの改正

を行うため、この条例案を提出するものである。
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議案第２５号

廿日市市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。

令和６年２月２１日

廿日市市長 松 本 太 郎
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廿日市市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例

廿日市市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定め

る条例（平成３０年条例第２号）の一部を次のように改正する。

第３条第４項中「地域包括支援センター」の次に「（法第１１５条の４

６第１項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。）」を、

「指定介護予防支援事業者」の次に「（法第５８条第１項に規定する指定

介護予防支援事業者をいう。以下同じ。）」を加える。

第４条第２項中「が３５」を「（当該指定居宅介護支援事業者が指定介

護予防支援事業者の指定を併せて受け、又は法第１１５条の２３第３項の

規定により地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者

から委託を受けて、当該指定居宅介護支援事業所において指定介護予防支

援（法第５８条第１項に規定する指定介護予防支援をいう。以下この項及

び第１５条第３０号において同じ。）を行う場合にあっては、当該事業所

における指定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所における指定介護予

防支援の利用者の数に３分の１を乗じた数を加えた数。次項において同

じ。）が４４」に改め、同条に次の１項を加える。

３ 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法人

国民健康保険中央会（昭和３４年１月１日に社団法人国民健康保険中央

会という名称で設立された法人をいう。）が運用及び管理を行う指定居

宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算

機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理シス

テムを利用し、かつ、事務職員を配置している場合における第１項に規

定する員数の基準は、利用者の数が４９又はその端数を増すごとに１と

する。

第５条第３項第２号中「同一敷地内にある」を削る。

第６条第２項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対し」

を加え、「、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された
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居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び

地域密着型通所介護（以下この項において「訪問介護等」という。）がそ

れぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前６月間に当

該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付

けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又

は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合」

を削り、同条第８項を同条第９項とし、同条第７項各号列記以外の部分中

「第４項」を「第５項」に改め、同項第１号中「第４項各号」を「第５項

各号」に改め、同項を同条第８項とし、同条第６項中「第４項第１号」を

「第５項第１号」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項を同条第６

項とし、同条第４項中「第７項」を「第８項」に改め、同項を同条第５項

とし、同条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、

あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前６月間に当該指定居宅介護

支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介

護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項にお

いて「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス

計画の数が占める割合及び前６月間に当該指定居宅介護支援事業所にお

いて作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回

数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス

事業者によって提供されたものが占める割合につき説明を行い、理解を

得るよう努めなければならない。

第１５条第２号の次に次の２号を加える。

(2)の２ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」

という。）を行ってはならない。

(2)の３ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ
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ばならない。

第１５条第１５号ア中「、利用者の居宅を訪問し」を削り、同号イを同

号ウとし、同号アの次に次のように加える。

イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行

うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくと

も２月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、

利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用

して、利用者に面接することができるものとする。

(ｱ) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書に

より利用者の同意を得ていること。

(ｲ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治

の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。

ａ 利用者の心身の状況が安定していること。

ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことが

できること。

ｃ 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリン

グでは把握できない情報について、担当者から提供を受けるこ

と。

第１５条第３０号中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援セン

ターの設置者である指定介護予防支援事業者」に改める。

第２４条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重

要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を

「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。

３ 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに

掲載しなければならない。

第３１条第２項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同

号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に

改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する市町村」を「の

規定による市」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１

－ 106 －



号を加える。

(3) 第１５条第２号の３の規定による身体的拘束等の態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第２４条に１項

を加える改正規定は、令和７年４月１日から施行する。
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（提案理由）

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部

を改正する省令において指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す

る基準の一部が改正されたことなどに伴い、必要な基準を定めるなどの改

正を行うため、この条例案を提出するものである。

－ 108 －



議案第２６号

廿日市市吉和魅惑の里設置及び管理条例を廃止する条例案を次のように

提出する。

令和６年２月２１日

廿日市市長 松 本 太 郎
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廿日市市吉和魅惑の里設置及び管理条例を廃止する条例

廿日市市吉和魅惑の里設置及び管理条例（平成１５年条例第３２号）は、

廃止する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（廿日市市公共施設における禁煙等推進条例の一部改正）

２ 廿日市市公共施設における禁煙等推進条例（平成３０年条例第３３号）

の一部を次のように改正する。

第７条中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号から第９号まで

を１号ずつ繰り上げる。
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（提案理由）

廿日市市吉和魅惑の里に関し、公の施設としての設置及び管理を廃止す

るため、この条例案を提出するものである。
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議案第３５号

過疎地域持続的発展計画の変更について

過疎地域持続的発展計画を次のとおり変更することについて、過疎地域

の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号）第８条

第１０項において準用する同条第１項の規定により、市議会の議決を求め

る。

令和６年２月２１日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

次のとおり過疎地域持続的発展計画を変更する。

「

「

６の(3)の表中

水道整備事業 廿日市市

簡易水道整備事業 廿日市市

」

を

水道整備事業 広島県水

道広域連

合企業団 に改める。

簡易水道整備事業 広島県水

道広域連

－ 113 －



」

９の(1)のア中「また、学校」の次に「及び学校給食」を加える。

９の(2)のア中「とともに、学校」の次に「及び学校給食」を加える。

合企業団

「

９の(3)の表中

(1)学校教育関連施

設

校舎 小中学校特別教室空調設備整備

事業

小学校リニューアル事業

（屋上防水改修ほか）

「

(1)学校教育関連施

設

校舎 小中学校特別教室空

事業廿日市市

を

小学校リニューアル

（屋上防水改修ほか廿日市市

給食施設 学校給食施設リニュー

」
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調設備整備 廿日市市

に改める。

事業

）

廿日市市

ーアル事業 廿日市市

」
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（提案理由）

水道施設事業における事業主体の変更に伴い、過疎地域持続的発展計画

の記載の変更を行うとともに、過疎地域の持続的発展に寄与する目的で、

学校給食施設リニューアル事業を過疎地域持続的発展計画に加えるため、

当該計画を変更することについて、市議会の議決を求めるものである。
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議案第３６号

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について

浅原辺地に係る公共的施設の総合整備計画を別紙のとおり変更すること

について、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等

に関する法律（昭和３７年法律第８８号）第３条第８項において準用する

同条第１項の規定により、市議会の議決を求める。

令和６年２月２１日提出

廿日市市長 松 本 太 郎
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総 合 整 備 計 画 書

広島県 廿日市市 浅原辺地

（辺地の人口：５３５人、面積：７．３ｋ㎡）

１ 辺地の概況

(1) 辺地を構成する町又は字の名称 廿日市市浅原

(2) 地区の中心の位置 廿日市市浅原２６１４番地１

(3) 辺地度点数 １１５点

２ 公共的施設の整備を必要とする事情

本地区は、佐伯地域の南西部に位置し、大竹市、山口県岩国市と接しています。

地区の状況は、昭和３５年の国勢調査人口１，７０１人に対し、令和５年４月１日現在の

人口は５３５人で大幅に人口が減少し、高齢化、過疎化が進行しています。

（農道）

農業従事者において、高齢化や担い手不足が進んでおり、営農効率の維持・向上や耕作放

棄地の拡大防止につながる取組が必要です。

今回、老朽化が著しい農道本郷２号線（本郷２号橋）の橋りょう実施設計及び整備工事を

行うことで、農作業労力の軽減等を図り、農業経営の安定化に資する取組を推進します。

（橋りょう）

広島県が施行する一級河川小瀬川水系小瀬川河川改良事業における市道戸屋原白河線白河

橋橋梁架替工事を行います。

今回、県事業にあわせて、現況幅員３．７ｍを５．０ｍへ拡幅することで、安心して歩

行・通行できる安全な環境の整備を図ります。

（公民館その他の集会施設）

令和６年４月１日から浅原中央活性化センターは指定管理者施設として、地元住民が主体

となった指定管理者が施設管理を行うこととなっており、地域自治を基盤とした地域経営を

推進し、暮らし続けられる浅原地区の実現を目指しています。

今回、当該施設をユニバーサルデザイン化することで、安心、快適な利用環境を確保し、

施設の利用促進及び地域活性化を図ります。

３ 公共的施設の整備計画

令和５年度から令和８年度まで ４年間

（単位：千円）

区 分
事業費

財 源 内 訳 一般財源の
うち辺地対
策事業債の
予定額施設名 事業主体名 特定財源 一般財源

農道

（農道本郷２号線）

橋りょう

（白河橋）

公民館その他の集会

施設

廿日市市

廿日市市

74,500

103,153

74,500

103,153

74,500

103,000
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（浅原中央活性化セ

ンター）

廿日市市 133,611 133,611 133,500

合 計 311,264 311,264 311,000

－ 119 －



（提案理由）

浅原辺地において実施している事業の計画期間を延長し、事業費を追加

するとともに、新たに公共的施設を整備するため、当該辺地に係る公共的

施設の総合整備計画を変更することについて、市議会の議決を求めるもの

である。

－ 120 －



議案第３７号

財産の減額譲渡について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定に

より、次のとおり財産を減額して譲渡することについて、市議会の議決を

求める。

令和６年２月２１日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

１ 財産の表示

(1) 建物

所 在 構 造
延 べ 面 積

(平方メートル)

廿日市市吉和

字東潮原１３

２番地

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 １１０９．９２

コンクリートブロック造スレート

ぶき平家建

７．８５

コンクリートブロック造スレート

ぶき平家建

１１．７０

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 １９９．８０

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 １０．６６

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 ９９．３７

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 ９４．４０

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 ４３．３６

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 ４３．３６

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 ４３．３６
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(2) 建物以外の定着物

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 ３６．７４

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 ３６．７４

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 ２３．００

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 ２９．９３

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 ２９．９３

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 ２９．９３

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 ２９．９３

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 ２９．９３

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 ６．００

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 ６．００

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 ７．００

廿日市市吉和

字東潮原１３

７番地

木造合金メッキ鋼板ぶき２階建 ８９．４３

木造合金メッキ鋼板ぶき２階建 ８９．４３

木造合金メッキ鋼板ぶき２階建 ８９．４３

廿日市市吉和

字東潮原１３

８番地

鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき２階建 ５１５．０３

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 ２０．２７

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 ２８．９８

廿日市市吉和

字東潮原１０

１２７番地４

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 ５．７５

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 ５．７５

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 ５．７５

廿日市市吉和

字東潮原１０

１４１番地１

木造合金メッキ鋼板ぶき２階建 ３１０．５３

所 在 名 称
延 べ 面 積

(平方メートル)

廿日市市吉和

字東潮原１３

バーベキューハウス ５１．００

東屋 ９．００
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(3) その他工作物並びに電気設備、給排水設備及び井戸

２ 譲渡価格 ３８，０２７，０００円

３ 相 手 方 廿日市市桜尾一丁目１２番１号

株式会社 サクラオブルワリーアンドディスティラリー

代表取締役 白 井 浩一郎

廿日市市吉和１８９３番地

一般社団法人 Ｇｏｏｄ Ｊａｐａｎ

代表理事 川 﨑 貴 太

２番地 東屋 ９．００

廿日市市吉和

字東潮原１３

東屋 ５．７６

８番地

－ 123 －



（提案理由）

廿日市市吉和魅惑の里の建物等として設置し、及び管理していた市有財

産を、減額して譲渡するため、市議会の議決を求めるものである。

－ 124 －



議案第３８号

財産の取得について

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和

３９年条例第６号）第３条の規定により、次のとおり財産を取得すること

について、市議会の議決を求める。

令和６年２月２１日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

１ 財産の表示

所 在 廿日市市上平良字菊ケ迫１０２３１番４外５筆

種 別 土 地

地 目 山林及び畑

面 積 ８，９８５．１４平方メートル

２ 取得価格 ５９，５８９，１６１円

３ 相 手 方 廿日市市下平良一丁目１１番１号

廿日市市土地開発公社

理事長 原 田 忠 明
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（提案理由）

市道堂垣内広池山線整備事業の用地を取得しようとするものであるが、

買い入れようとする用地の予定価格が２，０００万円以上であり、かつ、

その面積が５，０００平方メートル以上であるため、市議会の議決を求め

るものである。

－ 126 －



議案第３９号

市道路線の認定及び廃止について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項及び第１０条第３項

の規定により、次のとおり市道の路線を認定し、及び廃止することについ

て、市議会の議決を求める。

令和６年２月２１日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

１ 市道路線の認定

番 号 認定路線名 起 点 終 点

１４４２ 地 御 前

串 戸 線

廿日市市地御前一丁

目１０７４番３地先

廿日市市串戸六丁目

５９７番７地先

１４４３ 峰 高 河 本

３ 号 支 線

廿日市市串戸六丁目

６０２番１地先

廿日市市串戸六丁目

５５番４地先

１４４４ 佐 方 ２ 号

支 線

廿日市市佐方字宮ノ

上１０１７番１地先

廿日市市佐方字宮ノ

上１００６番３２地

先

１４４５ 第 ３ 頓 子

１ 号 支 線

廿日市市平良一丁目

１１０５番２地先

廿日市市平良一丁目

１１０７番７地先

１４４６ 第 ２ 小 野

３ 号 支 線

廿日市市下平良字小

野３７０番３地先

廿日市市下平良字小

野３７６番８地先

２０６８ 小原砂田線 廿日市市津田字下花

上１７８５番６地先

廿日市市津田字中小

原２５２１番３地先

２２２２ 小 原 砂 田 廿日市市津田字中小 廿日市市津田字中小
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２ 市道路線の廃止

１ 号 支 線 原２５０１番１地先 原２５１９番２地先

４３８６ 鳴川３号線 廿日市市大野字清水

峯１１７８１番１２

地先

廿日市市大野字鳴川

８６００番３地先

４６７５ 筏 津 郷 線 廿日市市大野字筏津

１３６９番４地先

廿日市市大野字郷４

５３９番４地先

４６７６ 丸 石 １ ７

号 線

廿日市市丸石四丁目

７８６６番１地先

廿日市市丸石四丁目

７８７２番５地先

４６７７ 鳴川６号線 廿日市市大野字鳴川

１１７９６番１地先

廿日市市大野字鳴川

８５８１番地先

４６７８ 鳴川７号線 廿日市市大野字鳴川

８５１２番１地先

廿日市市大野字鳴川

８６００番６地先

番 号 廃止路線名 起 点 終 点

１２３ 新 屋 敷

河 本 線

廿日市市串戸五丁目

２６０番４地先

廿日市市串戸六丁目

５５番４地先

２０６８ 小原砂田線 廿日市市津田字下花

上１７８５番１地先

廿日市市津田字中小

原２５１９番２地先

４３８６ 鳴川３号線 廿日市市大野字清水

峯１１７８１番３地

先

廿日市市大野字鳴川

８６００番６地先
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（提案理由）

事業計画のある新設道路などを市道路線に認定し、この認定に伴い路線

が重複することとなる市道路線を廃止することについて、市議会の議決を

求めるものである。

－ 129 －





議案第４０号

財産の取得について

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和

３９年条例第６号）第３条の規定により、次のとおり財産を取得すること

について、市議会の議決を求める。

令和６年２月２１日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

１ 財産の表示

品 名 令和６年度使用小学校教師用教科書及び指導書

数 量 教科書 ２，８９５冊

指導書 ２，５２３冊

２ 取得価格 ６０，６４９，５２５円

３ 相 手 方 廿日市市桜尾本町４番７号

株式会社 秦政書店

代表取締役 秦 健 太
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（提案理由）

廿日市市立の小学校１７校に整備する図書を取得しようとするものであ

るが、買い入れようとする図書の予定価格が２，０００万円以上であるた

め、市議会の議決を求めるものである。

－ 132 －



議案第４１号

財産の取得について

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和

３９年条例第６号）第３条の規定により、次のとおり財産を取得すること

について、市議会の議決を求める。

令和６年２月２１日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

１ 財産の表示

品 名 高規格救急自動車

数 量 ２台

２ 取得価格 ４５，５７３，０００円

３ 相 手 方 廿日市市桜尾本町１４番４号

株式会社 タケウチ自動車

代表取締役 竹 内 利 雄

－ 133 －



（提案理由）

廿日市消防署及び大野消防署に配備する車両を取得しようとするもので

あるが、買い入れようとする車両の予定価格が２，０００万円以上である

ため、市議会の議決を求めるものである。

－ 134 －



議案第４２号

財産の取得について

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和

３９年条例第６号）第３条の規定により、次のとおり財産を取得すること

について、市議会の議決を求める。

令和６年２月２１日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

１ 財産の表示

品 名 はしご付消防自動車

数 量 １台

２ 取得価格 ２４９，７００，０００円

３ 相 手 方 広島市中区舟入南三丁目１３番３号

株式会社 三葉ポンプ

代表取締役 筒 井 敏 之
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（提案理由）

廿日市消防署に配備する車両を取得しようとするものであるが、買い入

れようとする車両の予定価格が２，０００万円以上であるため、市議会の

議決を求めるものである。
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議案第４３号

廿日市市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、

次の者を廿日市市固定資産評価審査委員会の委員に選任することについて、

市議会の同意を求める。

令和６年２月２１日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

氏 名 水 野 和 夫

 
氏 名 山 口 靖
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（提案理由）

廿日市市固定資産評価審査委員会の委員青木春好及び酒井龍夫の任期が、

令和６年３月３１日をもって満了するので、その後任委員の選任について、

市議会の同意を求めるものである。

－ 138 －



議案第４４号

廿日市市監査委員の選任の同意について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９６条第１項の規定により、

次の者を廿日市市監査委員に選任することについて、市議会の同意を求め

る。

令和６年２月２１日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

識見を有する者のうちから選任する監査委員

氏 名 河 野 行 信

－ 139 －



（提案理由）

廿日市市監査委員横山泉の任期が、令和６年３月３１日をもって満了す

るので、その後任委員の選任について、市議会の同意を求めるものである。

－ 140 －



議案第４５号

廿日市市公平委員会委員の選任の同意について

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第９条の２第２項の規定に

より、次の者を廿日市市公平委員会の委員に選任することについて、市議

会の同意を求める。

令和６年２月２１日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

氏 名 大 和 耕 一
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（提案理由）

廿日市市公平委員会の委員大和耕一の任期が、令和６年３月３１日をも

って満了するので、その後任委員の選任について、市議会の同意を求める

ものである。

－ 142 －



議案第４６号

廿日市市教育委員会委員の任命の同意について

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第４条第２項の規定により、次の者を廿日市市教育委員会の委員に任命す

ることについて、市議会の同意を求める。

令和６年２月２１日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

氏 名 石 ⻆ 剛

－ 143 －



（提案理由）

廿日市市教育委員会の委員片嶋学が、令和５年１１月１０日をもって辞

職したので、その後任委員の任命について、市議会の同意を求めるもので

ある。

－ 144 －



諮問第１号

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定によ

り、次の者を人権擁護委員に推薦することについて、市議会の意見を求め

る。

令和６年２月２１日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

氏 名 中 田 禎 二

 
氏 名 岡 本 直 美

－ 145 －



（提案理由）

人権擁護委員青木敬子及び中田禎二の任期が、令和６年６月３０日をも

って満了するので、その後任委員の推薦について、市議会の意見を求める

ものである。

－ 146 －


